
の
住
宅
）　

•
56
歳
未
満
で
現
在
働
い
て
い
る

か
、
近
く
働
く
予
定
が
あ
る
方
、
精
神
障
害
者

手
帳
、
療
育
手
帳
を
有
す
る
か
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の

方
（
50
㎡
以
下
ま
た
は
２
Ｄ
Ｋ
の
中
層
住
宅
3

階
以
上
ま
た
は
簡
易
耐
火
構
造
2
階
建
）　

•

56
歳
未
満
で
、
階
段
の
昇
り
降
り
が
困
難
な
身

体
障
が
い
者（
1
級
〜
4
級
）の
方（
50
㎡
以
下

ま
た
は
２
Ｄ
Ｋ
の
中
層
住
宅
1
・
2
階
お
よ
び

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
付
き
住
宅
ま
た
は
簡
易
耐
火
構

造
２
階
建
）　

※
年
齢
は
4
月
1
日
現
在

 

申
込
書
配
布 

6
月
4
日
㈪
〜
8
日
㈮
住
宅
管
理

課
、勇
払
・の
ぞ
み
出
張
所
、沼
ノ
端
コ
ミ
セ
ン

□申
8
日
㈮
ま
で
に
入
居
申
請
書
を
住
宅
管
理
課

（
市
役
所
4
階
）
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
（
消
印

有
効
）　

※
フ
ァ
ク
ス
は
不
可

 

留
意
事
項　

申
し
込
み
は
1
世
帯
1
戸　

※
重
複

申
し
込
み
を
し
た
場
合
は
す
べ
て
無
効　

•
入

居
申
請
書
に
は
申
込
住
宅
番
号
を
必
ず
記
入　

•
入
居
す
る
順
番
は
抽
選
に
よ
り
決
定
（
母
子

世
帯
・
老
人
世
帯
・
身
体
障
が
い
者
世
帯
・
多

 

募
集
住
宅　

市
営
住
宅
の
み
で
別
表
の
と
お
り　

※
今
後
空
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
戸
数

□対
入
居
す
る
家
族
全
員
の
収
入
総
額
が
基
準
内

に
あ
り
、
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
で
次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方　

①
同
居
す
る
親
族
が
い
る
方
（
内
縁
関

係
お
よ
び
入
居
許
可
日
か
ら
３
カ
月
以
内
に
入

籍
で
き
る
婚
約
者
を
含
む
）　

②
現
在
公
営
住

宅
に
入
居
し
て
い
る
高
齢
者
か
身
体
障
が
い
者

な
ど
で
、
階
段
の
昇
り
降
り
が
困
難
な
ど
の
理

由
で
住
み
替
え
を
希
望
す
る
方　

③
単
身
者
で

•
56
歳
以
上
の
方
（
50
㎡
以
下
ま
た
は
２
Ｄ
Ｋ

人
数
世
帯
向
け
の
特
定
目
的
住
宅
に
つ
い
て
は
、

困
窮
度
調
査
を
実
施
し
、
困
窮
度
の
高
い
順
に

入
居
者
を
決
定
）　

•
一
般
住
宅
の
抽
選
回
数

は
通
常
1
回
で
す
が
、
65
歳
以
上
の
入
居
者
が

い
る
高
齢
者
世
帯
、
身
体
障
が
い
者
世
帯
（
身

体
障
害
者
手
帳
1
〜
4
級
）
、
母
子
世
帯
、
過

去
3
年
以
上
連
続
し
て
申
し
込
み
を
し
入
居
で

き
な
か
っ
た
方
は
4
年
目
か
ら
、
2
回
抽
選
を

実
施
し
順
位
の
高
い
方
を
採
用　

•
入
居
申
請

時
の
困
窮
度
状
況
調
査
に
よ
り
困
窮
度
の
高
い

方
は
抽
選
回
数
を
1
回
優
遇　

•
空
き
住
宅
が

出
た
場
合
、
入
居
登
録
順
に
よ
り
資
格
審
査
に

必
要
な
書
類
を
提
出　

•
資
格
審
査
（
収
入
基

準
な
ど
）
の
結
果
、
住
宅
に
入
居
が
で
き
な
い

場
合
も
あ
り　

•
入
居
申
込
者
（
同
居
者
を
含

む
）
が
暴
力
団
員
の
場
合
は
入
居
不
可　

•
中

層
住
宅
の
１
・
２
階
部
分
は
60
歳
以
上
の
方
や

身
体
障
が
い
者
（
1
級
〜
4
級
）
な
ど
階
段
の

昇
り
降
り
が
困
難
な
方
の
い
る
世
帯
に
限
る

□詳
住
宅
管
理
課　

■℡（
32
）６
３
１
６

■
保
険
料
免
除
申
請
制
度

□対
前
年
の
所
得
が
少
な
い
方
、
風
水
害
、
失
業

な
ど
で
保
険
料
納
付
が
困
難
な
方

 

免
除
額　

全
額

4
分
の
3

半
額
、
4
分
の
1

■
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

□対
30
歳
未
満
で
本
人
と
配
偶
者
の
前
年
の
所
得

が
一
定
以
下
の
方
。
所
得
の
高
い
世
帯
主
（
親

な
ど
）
と
同
居
し
て
い
る
場
合
も
対
象

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

□持
年
金
手
帳
、
印
鑑
、
失
業
の
場
合
は
離
職
票

ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
平
成
23
年

１
月
１
日
以
降
の
転
入
者
は
そ
の
他
の
書
類
が

必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す　

※
詳
細
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い

□申
□詳
国
保
課
（
市
役
所
１
階
20
番
窓
口
）

■℡（
32
）６
４
２
９　

勇
払
出
張
所　

■℡（
56
）０

０
０
３　

の
ぞ
み
出
張
所　

■℡（
67
）０
４
６
４

暮 

ら 

し

市
営
住
宅
入
居
希
望
者
募
集

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

広　　告

広報とまこまい　平成24(2012)・5月 16


